
「ワシントン条約会議」のためのゼミナール 

基礎編「90分で分かるワシントン条約」 
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Ⅰ. トラフィックとは 

今日の内容 



地球環境の今 

自然の豊かさは1970年に 
比べ5割減 

￭ 生物多様性の劣化 
￭ 2万種を超える野生の動植

物が絶滅の危機にさらされ
ている 



トラフィックとは 

 
WWF（世界自然保護基金）と
IUCN（国際自然保護連合）の 
共同プログラム                       

 
 

is a strategic alliance of  

トラフィックが目指すのは、野生
動植物の取引が、持続可能な
レベルで保たれている世界 



トラフィック ネットワーク 

もし、トラフィックネットワークを世界地図で表すような図があれば 
このスライドに掲出したい。 
（なければよいです。） 
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野生生物の国際取引が持続可能なレベルであるよう監視・支援 

モニタリング調査・提言 

行政や民間企業への働きかけ 

関係者向けトレーニング 

資料やツールの提供 

普及啓発 

 



ワシントン条約とは 

Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora 
 
絶滅のおそれのある野生動植物の種の 

国際取引に関する条約 

 



ワシントン条約の目的 

1973年：採択、1975年：発効 
1980年 日本での施行開始 
締約国：181か国＋EU（国連加盟国：193か国) 

 目的：野生動植物が過度に国際取引で利用され、 
生存が脅かされることのないようにすること 

©CITES 



ワシントン条約についてよくある誤解 

1. 絶滅危惧種すべてが対象である 

 

2. IUCNレッドリスト掲載＝ワシントン条約掲載 

 

3. 野生生物の取引を禁止している 

 

4. 国内取引も規制している 

  

 

→附属書掲載種のみが対象 

→禁止あるいは規制している 

→国際取引のみが規制対象 

→提案、採択されることが必要 



輸入数量上位の種と形態（2014年） 

  
種名 形態 数量 

1 ラン科 Orchidaceae spp. 生きたラン 9,729,968個 

2 ヨーロッパウナギ Anguilla anguilla 身肉（加工品） 6,554,890kg 

3 ナガスクジラ Balaenoptera physalus 身肉 2,546,000kg 

4 オオバマホガニー  
Swietenia macrophylla 挽き材 344,000㎥ 

5 トウダイグサ科の植物  
Euphorbia antisyphilitica ワックス 328,621kg 

出典：経済産業省 年次報告書 (2014)、CITES database 

ラン 

©Auton Vorauer/ WWF-Canon 
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©TRAFFIC 
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マホガニー 

© André Bärtschi / WWF © Edward Parker / WWF 



日本のワシントン条約対象種輸入件数 

2014年 
合計 47,035件 

出典：経済産業省 年次報告書 (2014) 
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その他, 
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すべて©TRAFFIC 

✼「日本のペットショップに行けば世界の希少な爬虫類がみられる」 

日本の希少爬虫類ペット市場 



ワシントン条約の規制 

●商業目的の国際取

引禁止 

●学術目的等の取引

は可能だが、輸出国・

輸入国政府の発行す

る許可書が必要  

附属書I 附属書II 附属書III 

●商業目的の国際取引可能 

●輸出国政府の発行する輸出

許可書が必要（附属書Ⅲの場

合は、指定国以外であれば原

産地証明書が必要） 

規制 
強 弱 



附属書の要件と対象種の例 

掲載される種 対象種の事例 

附属書Ⅰ 
絶滅するおそれがある生き物で取引
による影響を受けているもの 

約900種の動植物 

附属書Ⅱ 
取引を制限しないと、将来、絶滅の
危険性が高くなるおそれがある生き物 

約34,000種の動植物 

附属書Ⅲ 
その生き物が生息する国が、自国の
生き物を守るために、国際的な協力
を求めている生き物 

約150種の動植物 



附属書掲載基準（決議9.24） 
附属書I 附属書II 

取引により影響を受けている、またはその可能性
がある 
A. 個体群が小さい場合（<5,000） 

I. 個体数、面積の衰退 
II. 地域個体群の大きさ 
III. 地理的集中 
IV. 個体数の短期変動 
V. 脆弱性 

B. 分布面積が限定される場合 
I. 分断 
II. 面積、地域個体群数の変動 
III. 脆弱性 
IV. 減衰 

C. 個体数減少率（ベースラインの5～30%まで
減少、10年または3世代の長い方の期間に
50%以上減少） 

第2条2(a)関係 
A) 取引規制の対象にしないと、近

い将来、附属書Iの基準を満たす 
B) 持続可能な採捕の担保のために

取引規制が必要 
 
第2条2(b)関係 
A) 識別困難種 
B) その他説得に足る理由 



ワシントン条約の附属書掲載の考え方 

生物学的状況 

取
引

状
況

 

問題あり 

危機的 

附属書Ⅰ 

 
附属書Ⅱ 

附属書Ⅲ 



日本が留保している種 
 

 

 
 

 

附属書Ⅰ 附属書Ⅱ 
マッコウクジラ 
ナガスクジラ 
イワシクジラ 
ミンククジラ 
ニタリクジラ 
ツチクジラ 
カワゴンドウ 

ジンベイザメ 
ウバザメ 
タツノオトシゴ属 
ホホジロザメ 
ヨゴレ 
ニシネズミザメ 
シュモクザメ3種（アカシュモクザメ、ヒ

ラシュモクザメ、シロシュモクザメ） 

© Morten Lindhard / WWF 

ミンククジラ 

© Javier Ordóñez / WWF 

ジンベイザメ 

©Wild Wonders of Europe/Zanki/ WWF 

タツノオトシゴ 



ワシントン条約の施行
のカギとなるのは 
「輸出許可書」の発行 



輸出許可書の発行の要件 

合法性 
 

動植物の保護に関
する自国の法令に
違反しないこと 
 
• 漁業法等の順守 
• モニタリング、  

検査、施行 
• 地域的な制度的

合意の遵守 
（例：RFMOs） 

 

持続可能性 
 

当該輸出が種の存
続を脅かすこととな
らないこと 
 
• 国を越えた地域、

国のその種の状
態の科学的評価
（NDF） 

• 持続可能な漁業
を担保する科学 

トレーサビリ
ティ 

 

出所から目的国まで
の取引の記録 
 
• CITES許可書 
• 国によるCITES 

年次報告 
• 識別 
• 漁業当局とCITES

当局との連携 
• 施行の強化 



FAQ 

✻締約国はどうして決まったことを守るのか？罰則は？ 

 法治国家としての責任感 

 取引の一時停止の勧告など様々な措置が規定されており、
セーフティーネットとして機能している。 

 

✻国際取引の規制は、WTOと抵触しないのか？ 

 過去40年間、抵触するとして問題となったことはない。WTOと
連携して取り組んでいる。 

 

✻締約国でない台湾との取引はどうなるのか？ 

 台湾では、締約国と同様、ワシントン条約の規定に沿って、
国内制度を整備し、対応している。 

 

 

 

 

 



第16回締約国会議（CoP16）の様子 

©ＴＲＡＦＦＩＣ 



ワシントン条約 締約国会議（CoP） 

✻条約の施行状況を検証するために、2年半～3年お
きに開催される 

✻CoP16では、200以上のNGO、国際機関等を含め、
2000人以上が参加 

✻会議の主な内容 

 附属書の種のリストの追加・修正（3分の2以上の賛
成が必要） 

 附属書掲載種の状況の検証 

 事務局、締約国、各種委員会、または他の作業部会
からの報告書の検討 

 予算も含めた決議、決定の採択 



ワシントン条約 締約国会議（CoP） 

✻議論：分科会→プレナリー 

分科会１：附属書改正提案を含む
生物学的な案件に関するもの 

分科会２：その他様々なもの 

✻可能な限り、コンセンサスを目指す 

✻コンセンサスに至らない場合に投票と
なる。手続き案件は過半数、重要な案
件は3分の2以上の賛成が必要。 

✻参考：秘密投票 

✻プレナリーで再度、分科会で決まった
事項について、再確認を行う 

 

プレナリー 

分科会１ 

分科会２ 

作業部会等 

NGOも発言は可能。 
ただし、投票できるのは締約国のみ。 



締約国会議の組織図 

締約国会議 

常設委員会 
動物委員会 

植物委員会 
CITES事務局 

UNEP 

TRAFFIC 
WCMC 
IUCN 



・新しい情報 
・ワーキンググループ 
・専門家からのインプット 
・情報・意見交換 など 

採択 否決 撤回 
附属書の改正 

決議 
Resolution 

決定 
Decision 

種の附属書改正に関する提案 条約の施行に関する提案 

締約国会議 

討議 討議 



附属書改正提案 

✻締約国であれば、生息国・
分布国でなくとも提案でき
る 

 

✻関係国に協議のうえ、  
締約国会議の150日前ま
でに附属書改正提案書を
事務局へ提出 

 



附属書掲載提案から発効までの流れ 

附属書 
改正提案 

締約国へ
の通告 

FAOなどと
の協議 

FAOなど・
条約事務
局の見解
の通告 

締約国 
会議 

発効 

150日前まで 90日後 

CoP 17: 2016年 
9月24日～10月5日 

CoP 17: 2016年
4月27日 



審議結果の例（水産種） 

種名 条約事務局勧告 FAO勧告 審議結果 

ヨーロッパウナギ
（COP14) 

採択 採択 採択 

クロマグロ（COP15) 採択 採択 否決 

宝石サンゴ類 
(CO15) 

採択 否決 否決 

ニシネズミザメ 
(COP15) 

採択 採択 否決 

ニシネズミザメ 
(COP16) 

採択 採択 採択 



附属書・提案書等の見方 

属名 

種名 

経済産業省作成の「ワシントン条約附属書（動物界）」の一部 



複雑な注釈 
 
例）アフリカゾウ 

© WWF-Canon / Martin HARVEY 



CoP17特集ページ： 
http://www.traffic@trafficj.org/cites-cop17.html 

トラフィック（WWF内） 
東京都港区芝3-1-14日本生命赤羽橋ビル6階 
TEL：03-3769-1716 
代表アドレス：TEASjapan@traffic.org 
HPアドレス：traffic@trafficj.org 
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